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電子決済等代行業者とのＡＰＩ利用契約の締結およびＡＰＩ連携開始について 

 

株式会社宮崎太陽銀行（頭取 林田 洋二）は、下記電子決済等代行業者とＡＰＩ利用に関する契約

を締結し、ＡＰＩ連携を開始しますので、お知らせいたします。 

これによりお客さまは、各電子決済等代行業者が提供する下記サービスをより安全に利用できるよ

うになります。 

当行は、これからも金融サービスの向上に努めてまいりますので、今後とも、変わらぬお引き立て

を賜りますようお願い申し上げます。 

 

                     記 

 

1． ＡＰＩ連携を行う電子決済等代行業者およびサービス 

電子決済等代行業者 提供サービス 

株式会社ミロク情報サービス ｢Account Tracker Plus｣（取引明細連携ツール） 

 

2． 連携開始日 

 2020 年 8 月 11 日（火） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

以 上 

 
本件に関するお問い合わせ先 

総合企画部 ＩＴ企画統括室 河野 

TEL 0985-60-6276  FAX 0985-60-7070 

 

※ＡＰＩ連携とは

　Application Programming Interfaceの略

　インターネットバンキングのＩＤ、パスワード等を外部事業者に預けることなく、「残高」や「入出金明細」等の口座情報を、

　より安全に連携する仕組み。

※電子決済等代行業者とは

　銀行法第二条第十八項に定める事業者であって、銀行で口座を保有するお客さまの委託を受けて、お客さまに代わって銀行に

　対し資金移動の指図を伝達する、あるいは口座情報を取得するなどしてサービスを提供する外部事業者。

【ＡＰＩ連携イメージ】
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より強固なセキュリティレベルを実現

お客さまはＩＤ・パスワードを代行業者に預ける必要なし


